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猿払村及び浜頓別町における風力発電事業に係る計画段階環境配慮書 

に対する環境大臣意見 

 

本事業は、エコ・パワー株式会社が、北海道猿払村及び浜頓別町において、最大で総出力

250,000kWの風力発電設備を設置するものである。 

本事業の事業実施想定区域である猿払村及び浜頓別町は、ラムサール条約登録湿地である

クッチャロ湖、国指定鳥獣保護区及び北海道指定鳥獣保護区、北オホーツク道立自然公園等

の保護地域等が集中し、種の保存法に基づく国内希少野生動植物種であるタンチョウやオオ

ワシ、オジロワシ、クマタカのほか、鳥類ではハヤブサ、チュウヒ、シジュウカラガン、チ

シマウガラス等、魚類ではイトウ、オショロコマ等、植物ではナガバノモウセンゴケ、ミヤ

マハナワラビ、ヤハズカワツルモ、ヤチラン等の多数の絶滅のおそれのある動植物種の生

息・生育地が存在する自然環境保全上、極めて重要な地域である。さらに、当該地域一帯は、

自然環境保全法に基づき環境省が実施する自然環境保全基礎調査において選定された特定

植物群落、生物多様性の保全上重要な湿地として選定された日本の重要湿地５００（猿払原

野、クッチャロ湖）、日本の地形レッドデータブックに基づく重要な地形・地質、北海道自

然環境保全指針に基づく指定地域等の人と自然との触れ合いの活動の場が広く分布してい

る地域でもある。 

 

これらを踏まえ、本事業計画のさらなる検討に当たっては、以下の措置を適切に講じると

ともに、それらの検討経緯及び内容については、方法書以降の図書に記載することが必要で

ある。 

 

１．本事業実施想定区域において特に配慮すべき事項 

本配慮書では、事業実施想定区域の中から５箇所の事業実施候補区域を設定し、それぞれ

の区域における事業実施に伴う騒音、動植物、生態系及び景観に係る調査、予測及び評価を

行っており、いずれの区域においても何らかの重大な環境影響が想定されるとしている。そ

の上で、配慮書手続の趣旨である重大な環境影響の回避・低減は、今後の詳細な調査及び検

討により、その可能性があると評価している。 

特に、事業実施想定区域は、浜頓別クッチャロ湖国指定鳥獣保護区ほか北海道指定の鳥獣

保護区が複数存在しており、種の保存法に基づく国内希少野生動植物種であるタンチョウや

オオワシ、オジロワシ、クマタカのほか、鳥類ではハヤブサ、チュウヒ、シジュウカラガン、

チシマウガラス等、魚類ではイトウ、オショロコマ等、植物ではナガバノモウセンゴケ、ミ

ヤマハナワラビ、ヤハズカワツルモ、ヤチラン等の多数の絶滅のおそれのある動植物種の生

息・生育地が存在する自然環境保全上、極めて重要な地域である。このような地域特性を踏

まえると、本事業の実施により鳥類の渡り及び生息地への重大な影響が懸念され、その点に

ついては、本配慮書においても専門家等や文献調査から指摘されている。 

また、重要な地形及び地質、風車の影、人と自然との触れ合いの活動の場、工事の実施に

伴う影響に係る環境影響項目については、既存文献では詳細な検討に足る知見が得られなか
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ったこと等のため、計画段階配慮事項として選定されていないが、本事業の位置又は配置に

よっては、これらについても重大な影響が懸念される。 

さらに、事業実施候補区域の周辺には、既に他事業者による風力発電設備が設置・供用さ

れていることから、これら風力発電設備との累積的な環境影響が懸念される。 

 これらのことから、以下の措置を適切に講じること。 

 

（１）Ａ区域 

Ａ区域については、本事業の実施により、以下の環境影響が懸念される。 

・多くの渡り鳥や猛禽類等の重要な種の餌場、越冬地、繁殖地等となっている湿地、河

川、海岸等が広く存在しており、これら重要な鳥類の生息環境の劣化等が懸念される。

特に海岸沿いの地域は鳥類の渡りの経路と重複する可能性が高く、渡りをする鳥類へ

の影響が懸念される。 

・絶滅のおそれのある魚類であるイトウをはじめ、コウモリ類等の哺乳類、昆虫類、爬

虫類等の重要な動物種の生息地を含んでいる可能性があり、これら動物種への影響が

懸念される。 

・重要な植物種の主要な生育環境又は重要な植物群落が存在しており、本事業の実施に

よる植生や土地の改変により、これら重要な植物種の生育環境や特定植物群落の劣化

等が懸念される。 

・区域内に眺望点や景観上留意すべき場所が近接しており、これら施設からの景観の影

響が懸念される。 

・区域内に北海道自然環境保全指針による指定地域等の人と自然との触れ合いの活動の

場が存在しており、本事業の位置又は配置によっては、これら活動の場への影響が懸

念される。 

・区域内に病院、学校、住居地区等が存在しており、本事業の位置又は配置によっては、

これら施設に対する風車の影による影響が懸念される。 

・湿地等の脆弱な自然環境が広く分布しており、生態系保全の観点から、本事業の位置

又は配置によっては、造成等の施工による一時的な影響及び土地の改変による影響が

懸念される。 

 

このため、本事業の位置又は配置の決定にあたって、以下の点（以下「Ａ区域に対する指

摘事項」という。）に配慮し、その決定に反映すること。 

・鳥獣保護区や湿地、河川、海岸等の餌場・繁殖地等を避けるとともに、可能な限り当

該地点から距離を確保すること。鳥類の渡りに関する調査及び予測を行い、その結果

に対する専門家等からの意見を聴取した上で、鳥類の渡りに対しての重大な環境影響

の有無を評価すること。調査に当たっては、その方法について専門家等からの意見を

聴取し、飛翔経路や飛翔日の変動に対応できるよう長期間にわたり定量的な調査を行

うこと。 

・特別天然記念物であるタンチョウや猛禽類等の鳥類の生息に関する調査及び予測を行
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い、その結果に対する専門家等からの意見を聴取した上で、鳥類に対しての重大な環

境影響の有無を評価すること。調査に当たっては、その方法について専門家等からの

意見を聴取し、既存文献で明らかになっている重要な種についての影響についても調

査、予測及び評価の対象とすること。 

・重要な動物種の生息地の可能性がある範囲を避けるとともに、可能な限り当該範囲か

ら距離を確保すること。また、重要な動物種に関する調査及び予測を行い、その結果

に対する専門家等からの意見を聴取した上で、重大な環境影響の有無を評価すること。

調査に当たっては、その方法について専門家等からの意見を聴取し、既存文献で明ら

かになっている重要な動物種についての影響についても調査、予測及び評価の対象と

すること。 

・特定植物群落の範囲を避けるとともに、可能な限り当該範囲から距離を確保すること。

また、重要な植物種に関する調査及び予測を行い、その結果に対する専門家等からの

意見を聴取した上で、重大な環境影響の有無を評価すること。調査に当たっては、そ

の方法について専門家等からの意見を聴取し、既存文献で明らかになっている重要な

種についての影響についても調査、予測及び評価の対象とすること。 

・自然林、草地、樹林等の植生の状況を十分把握し、自然度の高い地点を避けること。 

・景観への重大な環境影響が生じる地点は避けること。 

・北海道自然環境保全指針による指定地域等を避けるとともに、可能な限り当該地域等

から距離を確保すること。 

・病院、学校、住居地区等への風車の影に関する影響について、必要に応じて、調査及

び予測を行い、重大な環境影響の有無を評価すること。 

・造成等の施工による生態系への一時的な影響について、必要に応じて、調査及び予測

を行い、重大な環境影響の有無を評価すること。 

・土地の改変により重大な環境影響が生じないよう配慮すること。 

 

（２）Ｂ区域 

Ｂ区域については、本事業の実施により、以下の環境影響が懸念される。 

・多くの渡り鳥や猛禽類等の重要な種の餌場、越冬地、繁殖地等となっている湿地、河

川等が広く存在しており、これら重要な鳥類の生息環境の劣化等が懸念される。特に、

既存文献及び専門家等の意見のとおり、クッチャロ湖で越冬するコハクチョウや大規

模なガン・カモ類等の渡り鳥の渡りの経路となっており、本事業の実施により、環境

保全措置を講じたとしても、なお、重大な環境影響を回避又は低減することは困難で

あり、これら鳥類の飛翔経路を遮断することによる重大な環境影響が生じるおそれが

高い。 

・絶滅のおそれのある魚類であるイトウをはじめ、コウモリ類等の哺乳類、昆虫類、爬

虫類等の重要な動物種の生息地を含んでいる可能性があり、これら動物種への影響が

懸念される。 

・重要な植物種の主要な生育環境又は重要な植物群落が存在しており、本事業の実施に
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よる植生や土地の改変により、これら重要な植物種の生育環境や特定植物群落の劣化

等が懸念される。 

・日本の地形レッドデータブックに基づく重要な地形の存在が確認されており、本事業

の位置又は配置によっては、これらへの影響が懸念される。 

・区域内に北海道自然環境保全指針による指定地域等の人と自然との触れ合いの活動の

場が存在しており、本事業の位置又は配置によっては、これら活動の場への影響が懸

念される。 

・区域内及びその周辺に病院、学校、住居地区等が存在しており、本事業の位置又は配

置によっては、これら施設に対する風車の影による影響が懸念される。 

・湿地等の脆弱な自然環境が広く分布しており、生態系保全の観点から、本事業の位置

又は配置によっては、造成等の施工による一時的な影響及び土地の改変による影響が

懸念される。 

 

このため、本事業の位置又は配置の決定にあたって、Ａ区域に対する指摘事項（景観に関

する事項を除く。）に加えて、以下の点に配慮し、その決定に反映するとともに、科学的・

客観的な調査・予測・評価を行ったうえで、必要に応じて、Ｂ区域を事業実施候補区域の選

定から除外する等計画の見直しをすること。 

・鳥類の渡りの経路下を避けるとともに、可能な限り当該区域から距離を確保すること。 

・重要な地形の有無について確認を行い、重要な地形が存在する場合は、これらの区域

を避けるとともに、可能な限り当該区域から距離を確保すること。確認に当たっては、

その方法について専門家等からの意見を聴取すること。 

 

（３）Ｃ区域 

Ｃ区域については、本事業の実施により、以下の環境影響が懸念される。 

・多くの渡り鳥や猛禽類等の重要な種の餌場、越冬地、繁殖地等となっている湿地、河

川、海岸等が広く存在しており、これら重要な鳥類の生息環境の劣化等が懸念される。

特に、既存文献及び専門家等の意見のとおり、クッチャロ湖で越冬するコハクチョウ

や大規模なガン・カモ類等の渡り鳥の渡りの経路となっており、本事業の実施により、

環境保全措置を講じたとしても、なお、重大な環境影響を回避又は低減することは困

難であり、これら鳥類の飛翔経路を遮断することによる重大な環境影響が生じるおそ

れが高い。 

・コウモリ類等の哺乳類、昆虫類、爬虫類等の重要な動物種の生息地を含んでいる可能

性があり、これら動物種への影響が懸念される。 

・重要な植物種の主要な生育環境又は重要な植物群落が存在しており、本事業の実施に

よる植生や土地の改変により、これら重要な植物種の生育環境や特定植物群落の劣化

等が懸念される。 

・区域内に眺望点や景観上留意すべき場所が近接しており、これら施設からの景観の影

響が懸念される。 
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・日本の地形レッドデータブックに基づく重要な地形の存在が確認されており、本事業

の位置又は配置によっては、これらへの影響が懸念される。 

・区域内に北海道自然環境保全指針による指定地域等の人と自然との触れ合いの活動の

場が存在しており、本事業の位置又は配置によっては、これら活動の場への影響が懸

念される。 

・湿地等の脆弱な自然環境が広く分布しており、生態系保全の観点から、本事業の位置

又は配置によっては、造成等の施工による一時的な影響及び土地の改変による影響が

懸念される。 

 

このため、本事業によるラムサール条約登録湿地であるクッチャロ湖に対する影響につい

て、本事業の実施による当該湖から別の湿地等への鳥類の渡り経路の変更の可能性の有無を

含めた包括的な調査及び予測を行い、ラムサール条約に登録された湿地としてのクッチャロ

湖に影響が生じないことを明らかにすること。 

これらを前提として、本事業の位置又は配置の決定にあたって、Ａ区域に対する指摘事項

（風車の影に関する事項を除く。）に加えて、以下の点に配慮し、その決定に反映するとと

もに、科学的・客観的な調査・予測・評価を行ったうえで、必要に応じて、Ｃ区域を事業実

施候補区域の選定から除外する等計画の見直しをすること。 

・鳥類の渡りの経路下を避けるとともに、可能な限り当該区域から距離を確保すること。 

・重要な地形の有無について確認を行い、重要な地形が存在する場合は、これらの区域

を避けるとともに、可能な限り当該区域から距離を確保すること。確認に当たっては、

その方法について専門家等からの意見を聴取すること。 

 

（４）Ｄ区域 

Ｄ区域については、本事業の実施により、以下の環境影響が懸念される。 

・多くの渡り鳥や猛禽類等の重要な種の餌場、越冬地、繁殖地等となっている湿地等が

広く存在しており、またクッチャロ湖からの上昇気流を活用した鳥類の飛翔や採餌行

動が想定されることから、これら重要な鳥類の生息環境の劣化等が懸念される。 

・コウモリ類等の哺乳類、昆虫類、爬虫類等の重要な動物種の生息地を含んでいる可能

性があり、これら動物種への影響が懸念される。 

・重要な植物種の主要な生育環境又は重要な植物群落が存在しており、本事業の実施に

よる植生や土地の改変により、これら重要な植物種の生育環境や特定植物群落の劣化

等が懸念される。 

・区域内に眺望点や景観上留意すべき場所が近接しており、これら施設からの景観の影

響が懸念される。 

・日本の地形レッドデータブックに基づく重要な地形の存在が確認されており、本事業

の位置又は配置によっては、これらへの影響が懸念される。 

・区域内に北海道自然環境保全指針による指定地域等の人と自然との触れ合いの活動の

場が存在しており、本事業の位置又は配置によっては、これら活動の場への影響が懸
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念される。 

・湿地等の脆弱な自然環境が広く分布しており、生態系保全の観点から、本事業の位置

又は配置によっては、造成等の施工による一時的な影響及び土地の改変による影響が

懸念される。 

 

このため、本事業の位置又は配置の決定にあたって、Ａ区域に対する指摘事項（風車の影

に関する事項を除く。）に加えて、以下の点に配慮し、その決定に反映すること。 

・クッチャロ湖側斜面のうち鳥類の生息環境（餌場、移動経路等を含む。）を避けるとと

もに、可能な限りクッチャロ湖と当該区域との間の距離を確保すること。 

・主要な眺望点からの眺望を阻害しないよう、主要な眺望点周辺を避けるとともに、可

能な限り距離を確保すること。 

・重要な地形の有無について確認を行い、重要な地形が存在する場合は、これらの区域

を避けるとともに、可能な限り当該区域から距離を確保すること。確認に当たっては、

その方法について専門家等からの意見を聴取すること。 

 

（５）Ｅ区域 

Ｅ区域については、本事業の実施により、以下の環境影響が懸念される。 

・多くの渡り鳥や猛禽類等の重要な種の餌場、越冬地、繁殖地等となっている湿地、河

川、海岸等が広く存在しており、これら重要な鳥類の生息環境の劣化等が懸念される。

特に、既存文献及び専門家等の意見のとおり、多数のオオワシ、オジロワシ等の海ワ

シ類の越冬が確認されており、本事業の実施により、環境保全措置を講じたとしても、

なお、環境影響を回避又は低減することは困難であり、これら鳥類の生息地に対する

重大な環境影響が生じるおそれが高い。 

・コウモリ類等の哺乳類、昆虫類、爬虫類等の重要な動物種の生息地を含んでいる可能

性があり、これら動物種への影響が懸念される。 

・重要な植物種の主要な生育環境又は重要な植物群落が存在しており、本事業の実施に

よる植生や土地の改変により、これら重要な植物種の生育環境や特定植物群落の劣化

等が懸念される。 

・区域内に北海道自然環境保全指針による指定地域等の人と自然との触れ合いの活動の

場が存在しており、本事業の位置又は配置によっては、これら活動の場への影響が懸

念される。 

・区域内及びその周辺に住居地区等が存在しており、本事業の位置又は配置によっては、

これら施設に対する風車の影による影響が懸念される。 

・湿地等の脆弱な自然環境が広く分布しており、生態系保全の観点から、本事業の位置

又は配置によっては、造成等の施工による一時的な影響及び土地の改変による影響が

懸念される。 

 

このため、本事業の位置又は配置の決定にあたって、Ａ区域に対する指摘事項（景観に関
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する事項を除く。）に加えて、以下の点に配慮し、その決定に反映するとともに、科学的・

客観的な調査・予測・評価を行ったうえで、必要に応じて、Ｅ区域を事業実施候補区域の選

定から除外すること等計画の見直しをすること。 

・オオワシ、オジロワシ等の海ワシ類の餌場の範囲（湿地、河川、草地、牧草地等を含

む。）を調査し、それら餌場は避けるとともに、可能な限り当該区域から距離を確保す

ること。 

 

２．その他 

（１）環境保全措置の検討 

環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を

優先的に検討することがないようにすること。 

環境保全措置を講じたとしても、なお、環境影響を回避又は低減することは困難である場

合には、事業実施候補区域の変更を基本として事業計画の見直しを行い、本事業の構造・配

置又は位置・規模の決定に反映すること。 

 

（２）累積的な影響 

事業実施候補区域の周辺には、既に他事業者による風力発電設備が設置・供用されている

ことから、これら風力発電設備のうち本事業との累積的な環境影響が想定されるものについ

ては、本事業との累積的な環境影響について予測及び評価を行うこと。 

また、複数の事業実施候補区域において事業を実施する場合には、各区域間による累積的

な影響についても予測及び評価をすること。 

 

（３）地元意見の反映 

 今後の検討に当たっては、地元自治体の意見を十分勘案し、環境影響評価において重要で

ある住民関与についても十全を期すこと。 

 

（４）環境影響評価図書の十全性の確保 

今後、環境影響評価図書を作成する際には、環境影響評価に係る信頼性を低下させること

がないよう、内容を十分に確認してから公表・送付等をすること。 

 


